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船舶事故調査報告書 

 

                             令和元年１０月２３日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

委   員  田 村 兼 吉 

委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 衝突（防波堤） 

発生日時 平成３１年３月１１日 ０５時４０分ごろ 

発生場所 長崎県壱岐
い き

市郷ノ浦
ご う のう ら

港 

 郷ノ浦港北防波堤灯台から真方位２３９°５８０ｍ付近 

 （概位 北緯３３°４４.４′ 東経１２９°４０.７′） 

事故の概要 漁船第八豊
ほう

徳
とく

丸は、南西進中、防波堤に衝突した。 

第八豊徳丸は、船首部外板に破口等を生じた。 

事故調査の経過  平成３１年３月２９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第八豊徳丸、４.１トン 

 ＮＳ３－７２５２４（漁船登録番号）、個人所有 

１０.６７ｍ（Lr）×２.４４ｍ×０.８７ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、２１３.３０kＷ、昭和５８年４月２１日 

 第２９０－６４９５６号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 昭和４９年９月１２日 

  免許証交付日 平成３０年２月５日 

         （令和５年８月４日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 船首部外板に破口、亀裂等 

防波堤 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 西北西、風速 ２～３m/s、視界 良好 

海象：海上 平穏 

日出時刻：０６時３８分ごろ 

月出時刻：０９時１３分ごろ 

月没時刻：２２時３３分ごろ 

月齢：４.５ 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、平成３１年３月１１日０５時３７

分ごろ郷ノ浦港物揚場の岸壁で給油を行ったのち釣り場に向けて出発

した。 
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本船は、主機を回転数毎分約１,２００とし、ＧＰＳプロッター及

びレーダーを作動し、南防波堤と中防波堤との中間付近に向かうよ

う、船長が南防波堤先端の郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台の灯光及び‘中防

波堤南東端の黄色の簡易標識’（以下「本件簡易標識」という。）を見

ながら、手動操舵により３～４ノットの対地速力で郷ノ浦港内を南西

進していた。 

船長は、ふだんから南防波堤と中防波堤との間を広いと感じてお

り、郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台の灯光を見落としたものの、出港する際

に右舷側に見える本件簡易標識から適当な距離をとってその間を通過

していたので、本事故当時もふだんと同様に本件簡易標識から適当な

距離をとって航行していると思っていたところ、０５時４０分ごろ船

首部に衝撃を感じた。（写真１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本船は、船長が南防波堤に衝突しているのを認めて船首部の損傷状

況を確認した後、自力で航行して修理場所に接岸した。（写真２参

照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項 船長は、郷ノ浦港物揚場の岸壁から出発する際、ＧＰＳプロッター

及びレーダーを作動していたが、南防波堤と中防波堤との間を通過す

る際、ふだんから両防波堤間の航行経験が何度もあり、ＧＰＳプロッ

ター及びレーダーの画像を見ずに目視のみで見張りを行っていた。 

衝突場所付近 

南防波堤 

中防波堤 

本件簡易標識 

写真１ 南防波堤及び本件簡易標識の状況 

損傷個所 

写真２ 損傷状況 

郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台 



- 3 - 

本船は、本事故当時、操舵室の船首方に見張りの障害となるものが

なく、また、船首浮上による死角も生じていなかった。 

船長は、郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台の灯光を見落とした理由につい

て、分からなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、郷ノ浦港内を南西進中、南防波堤と中防波堤との間を通過

する際、船長が、ふだんから南防波堤と中防波堤との間を広いと感じ

ており、郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台の灯光を見落としたものの、本件簡

易標識から適当な距離をとっていると思い、目視により航行を続けた

ことから、南防波堤に衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、郷ノ浦港内を南西進中、南防波堤と中防

波堤との間を通過する際、船長が、本件簡易標識から適当な距離をと

っていると思い、目視により航行を続けたため、南防波堤に衝突した

ものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・船長は、南防波堤と中防波堤との間を通過する際、郷ノ浦港鎌崎

防波堤灯台と本件簡易標識を確認し、その間を通過すること。 

・ふだんから慣れている海域を航行する場合でも、レーダー及びＧ

ＰＳプロッターを活用して船位の確認を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

長崎県壱岐市 

事故発生場所 

（平成３１年３月１１日 

０５時４０分ごろ発生） 

郷ノ浦港 

本件簡易標識 

壱岐島 

郷ノ浦港北防波堤灯台 

郷ノ浦港鎌崎防波堤灯台 

長崎県 

✕ 


